
 

２０２６年６月１日 

各 位 

 

一般社団法人 全国信用金庫協会 

一般社団法人 全国労働金庫協会 

「金融機関職員のためのバリアフリーハンドブック」の作成について 

 

 一般社団法人全国信用金庫協会（会長：平松廣司／かながわ信用金庫 会長）および一般社団法人

全国労働金庫協会（理事長：西田安範）は、２０２４年４月の「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律の一部を改正する法律」（以下「改正障害者差別解消法」という。）の施行に伴い、障害

者や高齢者、その他の要配慮者への適切な配慮・応対に関する理解促進を通じて、両協会の会員金融

機関（以下「金庫」という。）におけるソフト面・ハード面のバリアフリーに係る取組みを一層推進

していくことを目的に、共同で「金融機関職員のためのバリアフリーハンドブック」を作成（※）い

たしました。 

今回の作成に当たっては、改正障害者差別解消法施行をはじめとする社会的背景などを踏まえつつ、

公益財団法人共用品推進機構のご協力を得て、さまざまな障害者団体を通じて当事者からのご意見・

ご要望を可能な限りハンドブックに反映させました。 

バリアフリーサービスの提供にあたり、障害の分類等に応じた画一的な対応を行うのではなく、そ

れぞれのお客様の状況に合わせた柔軟な配慮をする必要性を学ぶ参考資料として、本ハンドブックを

金庫の職員研修等で活用します。 

今後も、両協会および金庫は、「誰もが利用しやすい（アクセシブルな）金融機関」を目指し、 

バリアフリーサービスの向上に努めて参ります。 

 

※  金庫限りの利用を前提に制作しているため、ご参考としてハンドブックから表紙と一部ページ 

を抜粋した見本を以下に掲載しております。 

以 上 

 

＜バリアフリーハンドブック表紙・掲載内容抜粋＞ 

  

 
 


